
 

 

 

 

１ 歴史的風致の検討 

小樽市歴史文化基本構想（H31.3）、各種文献及び資料を参考にして歴史的風致を抽出する。また、

下記の活動    と、建造物及びその周辺の市街地    とが一体となって形成される良好な

市街地環境    を、本市の歴史的風致として検討を進める。 

 

 

（１）漁業と水産加工業の営みにみる歴史的風致 

①旧オショロ場所の漁業の営み 

 

 

 

 

 

 

 

②旧タカシマ場所の漁業の営み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③水産加工業の営み 

 

 

 

 

 

 

資料 6-(1) 

歴史的風致、重点区域及び事業の検討について 

●忍路鰊漁撈の行事 

●忍路神社社殿    

●津古丹稲荷神社本殿 

ニシン漁にまつわる風習を総体的に 

保存している「忍路鰊漁撈の行事」 

が忍路地区に伝承されている。 

活 動 建造物と周辺の市街地 良好な市街地環境 

●番屋・石蔵等を背景とした 

漁業の営み 

●旧青山家別邸    

●旧白鳥家番屋ほか  

●恵美須神社本殿   

●にしん漁場建築   

北海道の漁村集落の様子が祝津地区 

において見ることができる。 

活 動 建造物と周辺の市街地 良好な市街地環境 

●伝統的に盛んな 

水産加工業の営み 

●かま栄       

●大八栗原蒲鉾店   

●八丸堀内水産食品  

●創業 50年超の企業  

豊かな水産資源と良質な水の恩恵を 

受け、蒲鉾や飯寿司などの製造が行 

われている。 

活 動 建造物と周辺の市街地 良好な市街地環境 

●高島越後盆踊りの行事 

●高島稲荷神社    

●高島公園      

移住者によって伝えられた踊りが 

「高島越後盆踊りの行事」として高 

島地区に伝承されている。 

活 動 建造物と周辺の市街地 良好な市街地環境 



 

 

（２）都市の発展過程にみる歴史的風致 

①港湾と鉄道を基盤としたまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●海運業の営み 

●倉庫業の営み 

●港町における 

外国文化の継承 

 

●北海道初の鉄道 

 の継承 

●保線搗き固め音頭 

 

●市場文化の継承 

●餅･菓子文化の継承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●防波堤 

●旧日本郵船株式会社 

小樽支店 

●小樽運河 

●旧小樽倉庫 

●旧大家倉庫ほか 

 

●旧カトリック富岡教会 

●旧越中屋ホテルほか 

 

●北海道鉄道開通起点 

●旧手宮鉄道施設 

●旧国鉄手宮線 

●危険品庫（築港） 

●JR小樽駅 

 

●小樽中央市場 

●みなともち 

●西川ぱんじゅう 

●松月堂ほか 

 

小樽運河の周辺で海運業や倉庫業 

の営みが現在も続いている。 

 

多くの石造倉庫が現在も使用さ

れ、 

小樽らしい倉庫群のある街並みを 

形成している。 

 

港町ならではの外国文化の影響が 

日常の中に溶け込んでいる。 

 

総合博物館にて、動態保存された 

蒸気機関車が運行され、市民団体 

による保全活動が行われている。 

 

線路保守が機械化される前に保守 

作業の一環として行われた「保線 

搗き固め音頭」が継承されてい

る。 

 

旧国鉄手宮線に残されたレールを 

活用し、トロッコを走らせるイベ 

ントが不定期に開催されている。 

 

戦後の人々の生活を支えた市場が 

現在も営業を続け、市民の台所と 

してだけではなく、観光スポット 

としても人気となっている。 

 

港湾労働者に好まれた餅や菓子を 

製造・販売する老舗が現在も市民 

に親しまれている。 

活 動 建造物と周辺の市街地 良好な市街地環境 



 

 

 

②小樽運河保存運動を契機としたまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域の祭りにみる歴史的風致 

①神社の例大祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②歴史的な街並みを背景とした港町の祭り 

 

 

 

 

 

 

 

 

●潮見ヶ岡神社の例大祭 

（松前神楽） 

●塩谷神社の例大祭 

（松前奴行列） 

●水天宮の例大祭 

（鳳輦神輿渡御） 

●龍宮神社の例大祭 

（松前神楽） 

●住吉神社の例大祭 

（太々神楽） 

（百貫神輿渡御） 

●潮見ヶ岡神社   

●塩谷神社     

●水天宮   

●龍宮神社   

●住吉神社   

●その他神社     

 

 

 

 

     

６月から８月にかけて、地域の祭りが 

続き、市内各地が賑わう様子が夏の風 

物詩となっている。 

 

神社の例大祭で披露される伝統行事や 

奉納される神楽が保存会によって伝承 

されている。 

 

 

 

 

 

活 動 建造物と周辺の市街地 良好な市街地環境 

●歴史を活かした市民に 

よるまちづくり 

（小樽雪あかりの路など） 

●小樽運河       

●旧国鉄手宮線     

●旧三井銀行小樽支店 

●日本銀行旧小樽支店 

●旧北海製罐倉庫㈱ほか 

運河保存運動を契機とし、歴史を

活かしたまちづくりを行う民間組

織が多く生まれ、多様な活動が行

われている。 

活 動 建造物と周辺の市街地 良好な市街地環境 

●おたる潮まつり 

●第３号ふ頭     

●小樽運河      

●旧四十七銀行    

小樽支店ほか 

歴史的な街並みを背景とし、海への 

感謝をテーマに市民が主役の祭りと 

して定着している。 

活 動 建造物と周辺の市街地 良好な市街地環境 



 

 

（４）行楽・観光にみる歴史的風致 

①小樽公園の行楽 

 

 

 

 

 

 

 

②天狗山の行楽・観光 

 

 

 

 

 

 

 

③産業と歴史的建造物の結び付きによる観光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

  今後、（１）から（４）の歴史的風致を構成する各要素について精査を進めるとともに、寺院、 

総合公園（手宮公園、長橋なえぼ公園）、戦後に建築された歴史的建造物（文学館・美術館など）、 

おたる水族館、長く続けられている市民活動などについても、歴史を掘り下げ、歴史的風致の構 

成要素になり得るのか、難しければコラムとして掲載するといったことを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

●小樽公園の行楽 

●小樽公園      

●旧小樽区公会堂 

 ・旧岡崎家能舞台 

良好な眺望を有し、豊かな自然と多 

様な施設が市民に親しまれている。 

活 動 建造物と周辺の市街地 良好な市街地環境 

●天狗山の行楽・観光 ●天狗山スキー場   

古くからスキーが市民に親しまれ、 

行楽やスキー授業として利用されて 

きた。良好な眺望を有し、夏も利用 

されている。 

活 動 建造物と周辺の市街地 良好な市街地環境 

●産業（硝子製造・酒造） 

と歴史的建造物の観光 

利用 

●旧木村倉庫 

●旧岡崎倉庫  

明治期からの産業と歴史的建造物 

（再利用）が結び付き、小樽らしい 

観光施設として定着している。 

活 動 建造物と周辺の市街地 良好な市街地環境 



 

 

２ 重点区域の検討 

歴史的風致の範囲内において、核となる国指定文化財と、それと一体となって歴史的風致を形成す

る周辺市街地を「重点区域」として設定する。なお、「重点区域」には、歴史的風致の維持及び向上を

図るための施策を重点的かつ一体的に推進すること（事業の実施）が求められる。 

本市には、重要文化財の「旧日本郵船株式会社小樽支店」、「旧手宮鉄道施設」及び「旧三井銀行小

樽支店」、国指定史跡の「手宮洞窟」及び「忍路環状列石」があるものの、史跡に関しては、現在に受

け継がれている活動がないことから、「重点区域」については、重要文化財が位置する手宮地区と色内

地区を中心に、歴史的風致の広がりや実施事業を踏まえ、区域の検討を進める。 

参考として、「重点区域」として検討するおおむねの範囲を資料 6-(2)の図に示す。 

 

３ 歴史的風致形成建造物の指定候補の検討 

市は、重点区域内において、重要文化財等とともに地域の歴史的風致を形成し、歴史的風致の維持

及び向上のために、その保全を図る必要が認められる建造物を「歴史的風致形成建造物」に指定する

ことができる。なお、計画策定時は指定候補として位置付け、計画認定後に指定することとなるが、

当該指定は、計画期間中に限られる。 

「歴史的風致形成建造物」の指定候補の選定に当たり、歴まち計画に指定の方針を定めることとな

るが、市としては、他都市の認定計画を参考に、下記の指定基準や指定対象を想定しており、これら

を満たす建造物を抽出し、保全の必要性、今後の適切な維持管理の見込み、所有者等の意向を確認し

ながら、「歴史的風致形成建造物」の指定候補の検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※「歴史的風致形成建造物」に指定されることにより、国の支援を受けることが可能となるが、一方

で、当該建造物の所有者等には、建造物の管理義務と改修工事に係る届出義務が課せられることから、

指定に当たっては、あらかじめ所有者の同意を得る必要がある。 

●次のいずれかに該当する建造物 

①文化財保護法第 57 条第 1 項に基づく登録有形文化財 

②北海道文化財保護条例に基づく指定文化財 

③小樽市文化財保護条例に基づく市指定文化財 

④小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例に基づく指定歴史的建造物 

⑤小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例に基づく登録歴史的建造物 

⑥その他、歴史的風致の維持向上に寄与するものとして、特に必要と市長が認めるもの 

（２）指定対象（案） 

●次のいずれかに該当する建造物の内、おおむね築 50年程度を経過したもの 

①地域の固有性、歴史性、希少性の観点から価値が高く、保全が必要なもの 

②歴史的な街並みの構成要素として重要な建造物 

③形態、意匠、技術性が優れている建造物 

（１）指定基準（案） 



 

 

４ 事業の検討 

これまで実施してきた歴史まちづくりに関する事業に加え、歴史的風致を維持向上するために必要

となる事業を検討する。 

参考として、歴まち計画の認定都市で実施されている事業の例を下記に示す。 

 

事業の目的タイプ 

※画像の出典：国土交通省の歴史まちづくり法ＨＰ 

Ａ 拠点施設整備 ■地域の歴史的風致の核となるような歴史的資源の保全・活用に係る環境

整備や展示・交流施設の整備のための事業 

〇重要な建造物等の修理・修景や復原 

〇上記のための調査や土地の買取り 

〇歴史的建造物の活用のための環境整備 

〇歴史文化を紹介する展示・交流施設等の整備 

Ｂ 街並み整備 ■文化財の周辺等で良好な市街地景観を形成していくための事業 

〇歴史的建造物の修理・修景のための助成制度 

〇景観阻害要素の除去 

〇道路美装化 

〇無電柱化 

Ｃ  回遊性向上  ■歴史的資源を安全・快適に巡るとともに、回遊性を向上させるための

事業 

〇アクセス路や歩行空間の整備 

〇サイン・案内板の整備 

〇駐車場整備 

Ｄ  歴史的活動継承 ■地域の歴史的風致を形成している伝統行事や伝統産業を保全・継承し

ていくための事業 

〇人材（後継者）の育成 

〇祭礼等に使用する道具の修理等  

 

Ｅ 意識啓発 ■歴史まちづくりに対する地域住民の理解の醸成や歴史まちづくりに取

り組む市民団体等を支援するための事業 

〇伝統文化の周知・意識啓発 

〇歴史まちづくり教育 

〇市民団体等への活動支援 

Ｆ その他 ■歴史的風致の維持向上に関連する事業 

〇景観計画の策定  

〇文化財保存活用地域計画の策定 

〇歴史的建造物の実態調査 

〇歴史文化資源のデジタルアーカイブ化 

〇歴史的建造物に対する建築基準法の適用除外に係る検討 


